
 

 

事 務 連 絡 

平 成 3 1 年 2 月 7 日 

 

 関係都道府県私立学校主管課長 殿 

 

文部科学省高等教育局私学部私学助成課  

 

 

私立高等学校等におけるブロック塀等の対策状況調査について（依頼） 

 

 

 日頃より，当課の業務に対し，御理解，御協力をいただき誠にありがとうござ

います。 

「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果及び当面の対

応について（通知）」（平成 30 年 8 月 10 日付け 30 施施企第 16 号。以下「調査

結果通知」という。）において，私立の小学校，中学校，高等学校，中等教育学

校及び特別支援学校（以下「私立高校等」という。）ついては，ブロック塀等を

有する学校 906 校のうち，617 校において安全性に問題があるブロック塀等を有

すること等が明らかとなりました。 

これを受け，文部科学省では私立学校の保有する安全性に問題のあるブロック

塀等の安全対策を支援するため，平成 30 年度補正予算において約 26 億円を計上

しました。 

一方，「私立高等学校等における補助対象事業の実施計画調査等について」(平

成 31 年 1 月 10 日付け事務連絡）において提出いただいた計画等によると，来年

度までに私立学校施設整備費補助金を活用したブロック塀等の安全対策を実施

する私立高校等は，安全性に問題があるブロック塀等を有する 617 校の約 3 割程

度であることが明らかとなりました。 

学校施設は災害発生時にも児童・生徒等の大切な命を守り，地域の避難所とし

ての役割をも果たすことから，ブロック塀等を含めその安全性を確保することは

全ての学校施設が備えるべき基本的な条件です。 

このことから，下記のとおり私立高等学校等におけるブロック塀等の対策状況

調査を実施します。 

つきましては，お忙しいところ誠に恐縮ですが，所轄の私立高校等（幼稚園及

び幼保連携型認定こども園は調査対象外）に周知いただきますとともに，回答を

取りまとめの上，御提出願います。 

短期間での依頼となり申し訳ありませんが，何卒御協力の程よろしくお願いい



 

 

たします。 

なお，調査結果通知にてお知らせしましたとおり、今後、国公私立学校に対し

て、ブロック塀等の安全点検や安全対策等の実施状況に関するフォローアップ調

査を別途実施予定としていることを申し添えます。 

 

記 

 

１． 調査対象 
 全ての私立高校等 

 

２．提出様式 

○ 法人から都道府県への提出様式 

（別紙 1）ブロック塀等の対策状況調査 

 ファイル名：（別紙 1）ブロック塀調査【法人】.xlsx 

 法人において、学校ごとにエクセルデータのシートに回答 

（例）1 法人において小学校 2 校、中学校 1 校を設置している場合、

『小①』、『小②』及び『中①』に回答 

○ 都道府県から文部科学省への提出様式 

（別紙 2）ブロック塀等の対策状況調査【都道府県集計用】 

 ファイル名：【都道府県名】（別紙 2）ブロック塀調査取りまとめ.xlsx 

 法人から提出されたエクセルファイルの集計用シートを別紙 2 に転

記 

 

３．提出方法及び提出期限 

都道府県ごとに取りまとめの上，別紙 2 を電子メールにて提出願います。 

・提 出 先：josei2@mext.go.jp 

・提出期限：平成 31 年 2 月 20 日（水）15:00【厳守】 

・メール件名：【都道府県名】ブロック塀調査回答 

・ファイル名：【都道府県名】（別紙 2）ブロック塀調査取りまとめ.xlsx 

   ※回答票はエクセルファイルにて提出してください（PDF ファイル等に変

換しないでください）。 

 
＜本件問合せ先＞ 

文部科学省高等教育局私学部 
私学助成課助成第二係 青山，小野内，横山 
〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 
TEL： 03-5253-4111（内線 2746）  
FAX： 03-6734-3396 
E-mail： josei2@mext.go.jp 
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